
   市長から委嘱を受けた「防犯団体」等で、継続的な自主防犯パトロールが見込まれる団体が 
 
   警察署に申請をし、許可後に開始できます。 
 
         ＊町内・自治会は市長から防犯団体の委嘱を受けます。 
 
         ＊パトロール開始から１５日以内に神奈川運輸支局において、 
 
         自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」との記載を受けます。 
 
 

青色パトロールカー」の申請手続き、パトロールの方法、そのほか防犯活動に関するお問い合わせは・・・ 
 

金 沢 警 察 署  生 活 安 全 課  
〔電話（０４５）７８２－０１１０ 内線２６２〕までご連絡ください。

 
 
 

わが町のパトロール隊
 

～ 西 富 岡 町 内 会 ～
 
 

西富岡町内会では、平成１６年から 
 

「出来ることから創めよう」 
 

という気持ちで、自主防犯パトロールを開始しました。 
 

今では、町ぐるみで防犯意識が高まり、 
 

定期的な「防犯パトロール」だけでなく、 
 

犬の散歩を効果的に利用した「ワンワンパトロール」や 
 

「気軽にパトロール」も参加し、防犯の輪が地域住民の間で 
 

広がっています。 

 

「自分たちの町は、自分たちで守る」 
 

という意識が高く、より防犯効果を高めるため、 
 

現在では３台の青色パトロールカーを導入し、 
 

空き巣対策・子ども見守りに大活躍しています。 
 

西富岡町内会では、意欲的に自主防犯活動に 
 

取組んだことから、事件の発生件数が減少する 
 

効果が出ています。
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